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振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

～
自
分
は
大
丈
夫
、
だ
ま
さ
れ
な
い

と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
～

こ
ん
な
時
は
す
ぐ
に
警
察
に
通
報

を
！

・
息
子
や
孫
か
ら
、
「
携
帯
電
話
の

番
号
が
変
わ
っ
た
」
、
「
今
日
中

に
お
金
が
必
要
だ
」
と
い
う
連
絡

が
あ
っ
た
。

・
頼
ま
れ
た
振
込
先
の
口
座
名
義
人

は
知
ら
な
い
人
で
あ
る
。

・
会
社
の
人
や
知
り
合
い
が
、「
お

金
を
取
り
に
行
く
」と
言
わ
れ
た
。

・
警
察
官
、
金
融
機
関
等
の
職
員
を

名
乗
る
者
か
ら
、
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
預
か
り
ま
す
」
と
言
わ

れ
た
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
心
構
え

・
携
帯
電
話
番
号
が
変
わ
っ
た
と
い

う
電
話
が
あ
っ
た
ら
、
前
の
番
号

に
確
認
の
電
話
を
入
れ
ま
し
ょ
う
。

・
学
校
の
同
窓
会
名
簿
な
ど
を
悪
用

し
、
犯
人
が
息
子
や
孫
の
名
前
を

正
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
息
子
や
孫
か
ら
電
話
が

あ
っ
た
ら
、
家
族
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
た
め
の
合
言
葉
を
決
め
ま

し
ょ
う
。

問

　町
民
課

　☎
内
線
２
３
７

大
磯
警
察
署

　☎
（
72
）
０
１
１
０

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
に

土
地
・
家
屋
及
び
償
却
資
産
を
所
有

さ
れ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
方
で
、
町
へ
の
申

告
・
届
出
が
さ
れ
て
な
い
場
合
は
、

１
月
31
日
︵
火
︶
ま
で
に
申
告
・
届

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
土
地
・
家
屋
を
所
有
さ
れ
て
い
る

方○
相
続
や
贈
与
な
ど
に
よ
り
土
地
・

家
屋
の
納
税
義
務
者
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合

○
納
税
義
務
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
の

に
変
更
し
て
い
な
い
場
合

○
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

○
未
登
記
家
屋
を
相
続
・
売
買
等
に

よ
り
取
得
さ
れ
た
場
合

○
家
屋
を
平
成
28
年
中
に
新
築
・
増

築
さ
れ
、
町
の
家
屋
調
査
が
済
ん

で
い
な
い
場
合

○
土
地
や
家
屋
の
使
用
用
途
を
変
更

さ
れ
た
場
合

▼
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

　１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の
状

況
に
つ
い
て
（
資
産
の
種
類
・
取
得

価
格
・
取
得
時
期
・
耐
用
年
数
等
）、

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　な
お
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
税
務
会
計
に
お
い
て
、
耐
用
年
数

１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が

10
万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、
法

人
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
一
時
に

損
金
算
入
さ
れ
た
も
の
（
い
わ
ゆ

る
小
額
償
却
資
産
）

○
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
減
価

償
却
資
産
で
、
事
業
年
度
ご
と
に

一
括
し
て
３
年
間
で
償
却
す
る
場

合
（
い
わ
ゆ
る
一
括
償
却
資
産
）

※
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
所

有
し
て
い
る
機
械
・
器
具
・
備
品

な
ど
で
、
他
の
税
（
自
動
車
・
軽

自
動
車
税
等
）
の
対
象
と
な
ら
な

い
有
形
固
定
資
産
を
い
い
ま
す
。

▼
そ
の
他

　耐
震
改
修
し
た
住
宅
の
固
定
資
産

税
の
減
額
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

伴
う
減
額
、
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う
減

額
、
長
期
優
良
住
宅
に
か
か
る
特
例

措
置
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税

務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

　税
務
課

　☎
内
線
２
５
５
・
２

５
６

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
さ
れ
ま
す

　６
か
月
以
上
寝
た
き
り
の
状
態
で

常
時
紙
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
と
認

め
ら
れ
た
場
合
、
お
む
つ
に
か
か
る

費
用
を
医
療
費
控
除
に
含
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
必
要
な
書
類

　医
療
機
関
が
発
行

す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
と
「
お

む
つ
代
の
領
収
書
」

　な
お
、
前
年
度
に
引
き
続
き
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
は
、
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見

書
で
尿
失
禁
が
確
認
で
き
る
場
合
、

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
り
、

町
で
交
付
す
る
「
内
容
確
認
証
明

書
」
で
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受

給者向け給付金の対象となる方は期限ま

でに申請をお願いします。

　申請期限後の申請は、給付金が受けれ

なくなりますので、ご注意ください。

　記入方法等がわからない場合は、お問

い合わせください。

問　福祉課　☎内線303

寝
た
き
り
高
齢
者
等
の
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
発
行

　障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上

の
方
で
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
に
よ

り
障
が
い
者
等
に
準
ず
る
と
認
め
ら

れ
た
方
に
、
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
確
定
申

告
の
際
に
提
出
す
る
こ
と
で
障
害
者

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方

　要
介
護
２
以
上

で
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書
に
よ

り
、
町
が
知
的
障
害
者
及
び
身
体
障

害
者
に
準
ず
る
と
認
め
た
方
（
状
態

確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

問

　福
祉
課

　☎
内
線
３
０
２
・
３

１
５
・
３
１
６

確
定
申
告
で
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

固
定
資
産
税
の

申
告・届
出
は
忘
れ
ず
に

臨時福祉給付金の
申請期限が
迫っています

２月６日（月）までに申請を！


